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　令和6年度税制改正により、中小企業向け賃上げ促進税制に5年間の繰越しの制度が設けられました。

控除しきれなかった金額を翌期以降5年間にわたって繰り越すことができるようになります。

Ⅰ　中小企業向け賃上げ促進税制とは

　中小企業者等が前年度より今年度の従業員の給与総額を増加させた場合に、その増加額の15％～45％(法人

税額の20％を限度)を法人税額から控除できる制度です。

　 　　　　上乗せ①　　上乗せ②

その年度の給与総額が前年度と比べて1.5％以上増加 ⇒ 税額控除額＝増加額×15％（＋10％）（＋5％）　※

その年度の給与総額が前年度と比べて2.5％以上増加 ⇒ 税額控除額＝増加額×30％（＋10％）（＋5％）　※

　　　　　　　　　　　　　　※法人税額の20％を上限

上乗せ要件①・・・ 教育訓練費の額が前年度と比べて5％以上増加、かつ今年度の給与総額×0.05％以上

上乗せ要件②・・・ くるみん認定、くるみんプラス認定、えるぼし認定(2段階目以上)を取得したこと等

Ⅱ　5年間の繰越控除措置(新設)

Ⅲ　教育訓練費とは

　従業員の職務に必要な技術又は知識を習得させ又は向上させるために必要な費用をいいます。

役員、役員の親族、使用人兼務役員、内定者が対象のものは含まれません。

Ⅳ　ぜひ経営に活かして！

　このように、賃上げ促進税制は採用や昇給・育成といった人事周りを、強力にバックアップしてくれる制度です。

ぜひこの制度を有効活用し、自社に必要な人財を採用・育成し、強い会社を作っていって下さい。

出典：中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック

教育訓練費の明細書
を作成し保存する必要

があります
（提出は不要）

新しくなった賃上げ促進税制

★繰越控除を受けようとする事業年度においては

給与が前年度と比べて増加している必要あり


